ふじみ野市チームオレンジ認定基準

[bookmark: _GoBack]（定義）
[bookmark: _Hlk224208166]チームオレンジとは、認知症施策推進大綱（令和元年６月１８日認知症施策推進関係閣僚会議決定）による認知症サポーターステップアップ講座（研修）を受講した認知症サポーター等がチームを組み、認知症のある人及びその家族の支援ニーズに合った支援につなげる活動を行う団体又は個人（以下「団体等」という。）をいう。
（認定基準）
次の(1)から(4)の全てを満たし、アからウまでのいずれかの活動をしている団体等を認定する。
	要件

	(1) ふじみ野市内で活動すること。
(2) 認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座（研修）を当該団体等に所属するメンバー１名以上が受講し、又は受講する予定であること。
(3) 認知症のある人及びその家族等のニーズを活動に反映させていること。
(4) 活動を定期的に行っていること。

	活動内容

	ア　認知症の有無にかかわらず、地域の人など誰でも気軽に集まり、地域の支え合いを推進する交流及び活動の場の設定
イ　認知症の有無にかかわらず、見守り、声かけ、話し相手、外出支援等の地域の中で自分らしく暮らし続けるためのサポート
ウ　ア及びイに掲げるもののほか、認知症の有無にかかわらず、地域とつながりながら暮らせる共生社会の実現に寄与する取組








